
\5:でfl強力との調整をはかり ，滋在需要の放収あるいは他の路

線の収入によ って これをカバーする等， 事業全体を通じて採算

点を見出すことが必要である。

4 巡l5:・料金によ って不当競争を誘発するよ うなものであ

ってはならない。元来同一経済企也'以内ある いは同一路線の原filfi

は ， 活干の嬰索を除けばほとんど同ーと考えられ， 若干の側々

のNなる製薬も基準的には差を認める必裂がないことになるの

で， 総体(1")な本事業の飽全な発迭をはかるため，保nーを度外視

した巡\5: . 料金の設定変更は認められない。

これらの裂茶で構成される速氏 ・ 料金も，せっか く 合理的に

決定されながら，これが守られなければ何にもならない。した

がってこれを厳守させるため逮穴 ・ 料金は確定額をもって定め

ることとし ， い っ たん定められた辺氏 ・ 料金はこれより以上荻

ることも，割引する こともいけない。これが定額制運賃料金で

あって ， I~I !fV) ll工運賃 ・ 料金はすべてこの制度が適用される。な

お一般張合旅'各自動車運送事業および一般梁用旅客自動車巡送

事業以外の自動車道;送事業のうち，巡輸大使の指定する種類に

ついては， 最高書ilおよび最低傾をも ってこれに代えることがで

きるようにな ってい る。現在は一般路線貨物自動車運送事業の

み指定されている。

定吉i'illpjを実施する上において，その脱法行為として巡賃 ・ 料

金の制もどし行為が考えられるが， これを防止するため，当該

迷滋行為の対fiHi と して収受した主Iü~ . 料金のうちからそのうち

の何í1i肋、を旅客または荷主に返付することは禁止されている。

これが巡氏・ 料金の~;U もどし禁止の規定である。

貨物自動車運送事業は現払制をたてまえとしている。貨物の

員li送行為完了による現払I'i 当然であ るが， 案外慣習的に支払を

延期しているものが多 く ，このため事業者は事業経蛍の渋滞を

きたすこ ととなる。また定額運í'iの実質的違反ともなるので，

迩i王 ・ 料金l主主li送貨物を荷受人に引波すま でに，収受しなけれ

ばな らないこととしている。ただし現実的には荷主の経理上の

手続は ， R~似習によって極々であるし ， その他やむを得ない事

由のある均合も考えられるので， 一定期間lif可等手続を要せず

して猶予される。また貨物自動車道i送事業者が大口需要者との

聞に，常H寺反礎的に運送取引をする場合には， 1 運送ごとに巡

1''l . 料金の精鋭をすることは，双方とも非常な手数を要するこ

ととなるので， 当該運送契約の央体に応じた猶予期間1が認めら

~èることにな っ ている。(術品工E義)

じどうし 々 のかしわたし 自動車の貸i度 自動車巡送事業者

は， その事業m 自動車の貸波をしようとするときは， 巡輸大医

の許可を受けなければならないことになっており ， また運輸大

阪はそのt't波によ って ， 公衆の利便を書することとなるおそれ

があると認める場合を除くほか， 許可をしなければならないこ

とになっている(道路巡送法第 37 条)。しかし国鉄自動車につ

いては， こ の規定の適用がないので， f11雪地税における冬期間

の休眠JIi ・ 仕業率の低い修繕強制高の老齢事， 輸送閑散時の遊

休111~~;を活用するため，運輸上支障のない場合にかぎり，資力

伝用十分と認める者に対し，国鉄の'泊業m 肉動車を地方自 1If1J耳工

事務所長かぎりで貸し渡すことができる こ とにな ってい る。

m即日j聞は 1 筒月以内であり ， t'i: i度の条件として自動車の受

授は， 当該 ftVÍ( I司!fV)Iドの所属自動車営業所て'Hl手ブt5J~任者立会

のうえ， 自動車の状態を検査確認i して行 L 、， 自 動車の保管につ

いては，普良な管理者の注意義務を説!するとともに， 転貸また

はこれに瀕する行為を禁止し，使用にあたっては， 不当 な過fj't

または正常な車両状態を保持て♂きないよ うな無理な運用は避け，

仕業 ・ 点検の励行のほか ， 随時株査を行い， 良好な車両状態の

じどうし々の

保持に務め，かつ自動車を整備した場合は，その主要事項につ

いて記録する等の義務を隷している。

自重古車貸渡料は前払であり，貨物自動車については 1 日 1 111 

につき ， 際記トン数 4t 未満は 1 ，600 円， 4 t 以上は 2，000 円とな

っているが，燃料極別および車両の状態により ， 3 ~出 IJ以内の剖

引をすることがある。また旅客自動車については貸波料を定め

ていないが， :rì: VÍ(のつど定めることにしている。なお， 乗務員

を付する土場合は， 添乗料として 1 日 につき添乗者の俸給日額に

その 13 Y却を加算した金額を収受し， かつ旅政その他と く に要す

る費用は借受人が負担することにな っている。

また地方自動車事務所長は，

l 天災事変その他緊急な事務上の必要があるとき。

2 借受人において契約違反の行為があったとき。

3 (，昔受人が国鉄の責任に帰することのできない事闘によっ

て，車両または付属\t器具をき損しまたは亡失したとき。

のような事項の 1 に該当すると認めたときは，いつでも将来に

向 っ て， 11:渡契約の解除ができることにな っ ているし， {'首受人

が国鉄に損容を与えたときは，国鉄が相当と認める傾を賠償し

なければならないことになっている。 (閉山消氏)

じどうし 々 のけんさ 自動車の検査 自動車の隣造 ・ 装鐙お

よび性能について ， 運行上支障がないかどうかをしらべるこ と

の通称。自動車が一般道路上を運行する場合， と く にその様造・

装置は公共的安全性を確保するうえにおいて，完全でなければ

ならないので，国家は自動車の使用者に対して，行政JT'の行う

自動車の検査 (1ド両検査， 略して車検ともいう)を定期的に受

けることを義務づけており ， 一般に L自動車の検査1 とはこの

検査をいう。検査を行う儀闘は各都道府県知事直属の補助機関

たる陸連事務所であって，その所在は各都府県に 1 事務所， 北

海道に 7 事務所がある。自動車は定められた期間ごとに， 卒nft

の所在地を管絡する陸連事務所でその構造 ・ 装置が保安上の技

術基準に適合するかどうかについて検査を受け，また合絡の証

である自動車検査証を備えていることが， 自動車を運行する際

の必須の要件の 1 っとして法律で定められている。ー」道路運

送車両法。道路運送車両の保安基準。(山本正男)

じどうし 々 のざいさんげんlまおよびほしゅだいち ょう 自

動車の財産原簿および保守台帳 財産原簿(以下原簿とい

う)および保守台帳(以下台帳 と いう)は，ともにそれぞれの記

lIii: ~jï:項と突体との一致を確保するためのものであって，国鉄自

動車の原告草は総括局所長(自動車局長)， 副原簿は所属局所長

(地方自動車事務所長)，台帳は保守担当主任(自動車営業所長)

が保存している。

旧鉄道財産規程は単なる財産の整理および災体との対照だけ

であったが，昭和 28 年度から施行の総裁逮第 600 号による日本

国有鉄道財産管沼l規程は，原簿および台帳の記載事項と突体の

一致のみならず，その使用 ・ 運用およひ.使用効率の状況を明ら

かにすると共に， その資料若しくは報告を求め， 所裂の調査を

行うことができるよ う規定されている。(大森官太郎)

じどうし 々 のしゆるい 自動車の種類 自動車には法令によ

る取扱から ， 用途および形状から，またその構造等から一般的

な分類名称がつけられている。この名称が ÊI lIliJ 1jiの極類をあら

わすわけであ る。

1 法令による分類 道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運

輸省令第 74 号) では，自動車の大きさ(寸法)および構造ならび

に原動慢の大きさを基準として，っきfの4tiJl類に分類しており，

これを自動車の極別と いう。

( 1 ) 普通自動車 普通一般の自動車はこれに属する。特極用
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